
　砺波市では、すべての赤ちゃんに安心して新生児聴覚検査を受けていただくため、検査
に必要な費用を「砺波市新生児出産サポート金」に含めて助成しています。

＊県外で出産される方へ＊
　医療機関によっては、新生児聴覚検査を実施していない場合もあります。事前に出産さ
れる医療機関に確認してください。出産される医療機関が検査を行っていない場合は、退
院後に他の医療機関で検査を受けてください。生後１か月以内に受けることが大切です。

新生児聴覚検査を
受けましょう

砺波市健康センター

【対象となる方】
　出生時に砺波市に住所登録があり、令和３年４月２日以降にお子さんが生まれた方
　（出生後１年間は市内在住を要件としますので、１年以内に市外へ転出された場合はサポート金の返
　　金対象となります。）

【給付金の金額】
　第１子　　         　  50,000円
　第２子　　　　　　  70,000円
　第３子以降　　　   107,300円

砺波市新生児出産サポート事業

【砺波市新生児出産サポート事業に関するお問い合わせ】
　砺波市教育委員会こども課　☎0763－33－1590

【申請方法】
　市民課へ出生届を提出された後、こども課で手続きを行われる
際に申請書を記入していただきます。

新生児聴覚検査とは？
　生まれて間もない赤ちゃんの「耳の聞こえ」を調べるものです。
   出生後入院中に行われることが多く、赤ちゃんはぐっすり眠っている間に、専用機器を
使用して行うものです。
　検査にかかる時間は、数分から１０分程度です。

検査を受けるためにはどうしたらよいですか？
　お産で入院されたときに、申し込みしていただき検査を受けます。費用は病院によっ
て異なりますが、砺波市内では7000円程度です。(R８.3月現在）

　一般的に耳の聞こえに障害を持つお子さんは1,000人に1～2人の割合でいるといわれ
ています。その場合には、早くに発見し、適切に援助をしてあげることが赤ちゃんの言葉
と心の成長のためにとても大切です。　

出産された医療機関で


